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八千代市宅地開発事業等に係る水道施設整備費に関する取扱要領 

 

（目的） 

第１条 この要領は、八千代市水道事業給水条例（平成９年八千代市条例第２９号。以下「条例」と

いう。）及び八千代市開発事業における事前協議の手続き等に関する条例(平成２０年条例第２６号。

以下「事前協議条例」という。)等の施行に関し必要な事項を定めることを目的とする。 

（趣旨） 

第２条 この要領は、八千代市水道事業の給水区域内において、水道の給水を受けることとなる土地

の造成又は建築物の建築に関し、水需要を刺激して、拡張事業の主な要因となる、大口需要者を対

象に水道施設の整備拡充に要する費用の一部を負担願うことにより、水道料金が一般家庭に及ぼす

影響を極力抑制し、一般家庭と大口需要者の負担の均衡を図ることにより安定した水道事業経営を

保持するために必要な事項を定めるものとする。 

（定義） 

第３条 条例第３２条第１項に規定する「建築物」とは、給水を受けることとなる建築基準法（昭和

２５年法律第２０１号）第２条第１号に規定する建築物及び土地に定着する工作物でプール、洗車

場、コンクリートプラント及びこれらに類する施設をいう。 

２ 条例第３２条第１項に規定する「計画一日最大給水量」とは、建築物に係る一日最大給水量であ

って、八千代市事業管理者（以下「管理者」という。）が算定する水量をいう。 

３ 八千代市開発事業技術指針第７章給水施設に規定する管理者との協議とは、事前協議条例第４条

第１項に規定する事前協議条例の適用を受ける開発事業(以下「開発事業」という。)のものをいう。 

（計画一日最大給水量の算定） 

第４条 計画一日最大給水量の算定は、管理者が別に定める「業態別使用水量基準」により行うほか、

この基準にない業態等については、類似した業態の使用水量実績等により行う。 

（事前協議） 

第５条 管理者は、開発事業を行う者（以下「事業者」という。）から給水に関する事前協議申請書（第

1 号様式）により協議の申請があったときは、開発事業に係る水道施設の整備及び帰属に関するこ

と、並びに水道施設整備費の納入に関すること、及びその他管理者が必要と認める事項について協

議し、協議が整ったときは、事業者と協議書を取り交わすものとする。 

２ 前項の規定により協議書を取り交わした後において当該開発計画が変更された場合においては、

新たに事前協議の手続を行うものとする。ただし、管理者が軽微な変更であると認めたときは、こ

の限りではない。 

（水道施設の計画及び整備） 

第６条 開発事業に伴う水道施設の新設及び改良等の計画は、開発区域内の計画人口を基として、工

事設計施工指針に基づき管理者が定めるものとする。 

２ 前項の計画に基づく施設の設計及び建設は、事業者が自己の費用により行うものとする。 

（受水タンク以下の装置の水道メータ設置） 

第７条 受水タンクを設置する建築物の場合において、受水タンク以下の給水対象が住宅の用途及び
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第７条 受水タンクを設置する建築物の場合において、受水タンク以下の給水対象が住宅の用途及び

住宅以外の用途との併設となる場合にあっては、それぞれ個別に水道メータを設置するものとする。 

（設計審査） 

第８条 事業者は、第６条第２項の規定により水道施設の設計をしたときは、配水管布設工事等設計

審査申請書（第２号様式）に関係図書を添付して管理者に提出するものとし、管理者は、これを審

査するものとする。誓約書及び設計書については未普及地域の配水管布設要領細則（以下「細則」

という。）第２条第１項に規定する様式を準用するものとする。 

２ 事業者は前項の申請にあたり、未普及地域の配水管布設要領第５条第５項に該当する者を工事施

行者として選定するものとする。 

（設計審査事務費） 

第９条 事業者は、前条第１項の設計審査に係る費用として設計審査事務費（以下、「事務費」という。）

を負担するものとする。 

２ 事務費は、第６条第２項の規定により事業者が負担する施設建設費の５パーセントに相当する額

とし、１円未満の端数が生じたときは、これを切り捨てるものとする。 

３ 前項に規定する事務費は、管理者が発行する納入通知書により発行日から起算して１５日目を納

期限の目途とする。 

４ 事業者は、管理者が前項の納付を確認するまで、工事に着手してはならない。 

（工事施行） 

第１０条 事業者は、工事施行にあたり工事着手届等を管理者に提出するものとする。様式は、細則

第３条の各号に掲げる規定する様式を準用するものとする。 

（材料検査） 

第１１条 事業者は、工事着手前に配水管布設工事等材料検査申請書を管理者に提出し、第９条に規

定する設計に係る工事用材料について、管理者の検査を受けるものとする。様式は、細則第４条に

規定する様式を準用するものとする。 

（配水管洗浄費） 

第１２条 事業者は、第６条第２項に伴い建設した配水管の洗浄に必要な浄水に係る費用（以下「配

水管洗浄費」という。）を負担するものとする。 

２ 配水管洗浄費は、管洗浄に要する水量に条例第２３条に規定する工事及び臨時用に係る従量料金

を乗じて得た額とする。なお、管洗浄に要する水量は、洗浄の対象となる配水管の容積に５を乗じ

た水量とし、小数点以下の端数は切捨て整数とする。１立方メートル未満となる場合においては１

立方メートルとする。 

３ 前２項に規定する配水管洗浄費について、次条に規定する工事完成検査の日までに、管理者の請

求により納入するものとする。 

（工事検査） 

第１３条 事業者は、水道施設の工事が完成したときは、配水管布設工事完成検査申請書（第３号様

式）に細則第５条第１項各号に掲げる図書を添付して管理者に提出し、管理者の工事完成検査を受

けるものとする。 
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２ 管理者は、前項の届出があった場合は提出書類及び現地確認による完成検査を実施し、完成を認

める場合は工事完成認定通知書により通知するものとする。様式は、細則第５条第２項に規定する

様式を準用するものとする。 

３ 工事施行者は、管理者から手直し指示等がある場合は、速やかに対応するものとする。 

（完成後の施設の帰属） 

第１４条 第５条の規定に基づく事前協議の際管理者が指定した水道施設の帰属は、水道施設寄附採

納願い書（第４号様式）により手続きを行うものとする。 

２ 事業者は、事業完了後速やかに、前項に規定する施設の移管手続きを行なうものとする。 

（受納通知） 

第１５条 管理者は、前条の帰属手続きがなされたときは速やかに、水道施設の受納通知により通知

するものとする。様式は、細則第７条に規定する様式を準用するものとする。 

（水道施設整備費の減免） 

第１６条 土地区画整理事業の場合で、管理者が特に認めるものについては、水道施設整備費を減額

し又は免除することができる。 

ただし、保留地の処分後又は換地処分後あるいは仮換地の土地に該当する場合は除く。 

（その他） 

第１７条 この要領に定めるもののほか、必要な事項は、管理者が別に定める。 

 

附則 

（施行期日） 

１ この要領は、平成１０年４月１日から施行する。 

２ この要領施行の際、旧要領の規定に基づく事前協議が継続中のものについては、なお従前の例に

よる。 

 

附則 

（施行期日） 

１ この要領は、令和８年４月１日から施行する。 

２ この要領施行の際、旧要領の規定に基づく事前協議が継続中のものについては、なお従前の例に

よる。 

 



 

 

第１号様式（第５条第１項） 

年   月   日 

 

給 水 に 関 す る 事 前 協 議 申 請 書 
 

（宛先）八千代市事業管理者 

住  所 

事業者  氏  名 

電話番号 
 

担  当  者 

連  絡  先 
 

下記により水道の給水の検討を願いたく協議します。 

名  称  

工 事 場 所 八千代市 

事 業 目 的 

 □アパート □事務所 □その他（         ） 

□土地分譲 □建売分譲 

□マンション □雑居ビル 

事 業 規 模 
敷 地 面 積 画 地 数 

住宅戸数    階建    棟    戸 
㎡ 区画 

給 水年 

月 

希 望

日      年   月   日 施工事業者名 
 

給水装置工事に関する事項 

工事の種類 □新設 □増設 □改造 給水方式  □直圧 □貯水槽 □併用 

給 水 管取 出 

口 径 φ        ㎜ 
水 道 メ ー タ

の 口 径 

φ   ㎜   個 φ   ㎜   個 φ   

㎜   個 合計     個 

計画一日最大使用水量 
ℓ 

（算出根拠は別紙で添付） 
計画給水人口 人 

配水管布設工事に関する事項 

土地の現況 

宅 地 農 地 山 林 そ の 他 計  

㎡ ㎡ ㎡ ㎡  ㎡ 

土地利用計画 

宅 地 農 地 山 林 そ の 他 計  

㎡ ㎡ ㎡ ㎡  ㎡ 

％ ％ ％ ％  ％ 

添付書類  

⑴位置図⑵公図写し⑶現況図⑷土地利用計画図⑸造成計画平面図⑹造成計画断面図 

⑺給排水施設等計画平面図⑻建築計画平面図及び立面図⑼その他必要とする書類 
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（宛先）八千代市事業管理者

住所

名称

氏名

住所

名称

氏名

φ 基 箇所 円

円

円

円

円

円

円

■誓約書 ■案内図 ■ ■

■委任状 □利害関係者の承諾書

■設計図 ■設計書 （■は添付必須）

□ ）その他（

申　請　者

取出箇所数

布設延長

５ . 添 付 図 書

金　　額

(３)給水管取出工

管種 口径

工事施行者

設置数

(２)消火栓設置工

　第２号様式(第８条第１項)

管種 口径 仕切弁 排泥装置

年　　月　　日

配 水 管 布 設 工 事 等 設 計 審 査 申 請 書

(１)配水管布設工

３ . 設 計 金 額

１ . 工 事 名 称

金　　　額

４ . 工 事 概 要

２ . 工 事 場 所

L＝

次の工事について設計審査を申請します。

登記事項証明書公図

(４)安 全 管 理 工

(５)諸　　経　　費

(６)工　事　価　格

(７)消費税　相当額

(８)合　計　金　額

配水管口径 種別

開発事業分
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第２号の１様式（第８条第１項） 

 

委  任  状 

 

 

（代理人） 

住 所 

氏 名 

電 話 

 

 

私は、上記の者を代理人と定め、下記の権限を委任します。 

 

１．開発事業に係る水道工事に関する一切の権限 

 

申請場所 

 

 

 

令和  年  月  日 

 

（委任者） 

住 所 

氏 名               印 
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第３号様式（第１３条） 

配水管布設工事完成検査申請書 

  年  月  日  

（宛先）八 千 代 市 事 業 管 理 者  

 

 

                    住 所 

              申 請 者 名 称 

                    氏 名                    

 

 

                    住 所 

              工事施行者 名 称 

                    氏 名                    

 

次のとおり完成検査を受けたいので申請します。 

１ 工 事 名 称  

２ 工 事 場 所  

３ 工 事 金 額                 円 

４ 添 付 書 類 

（1）完成図 

（2）出来高一覧表及び出来形図 

（3）工事写真 

（4）工事日報 

（5）品質管理資料 

（6）その他 

 

※設計変更等で当初設計に変更があるときは工事精算書を添付すること 
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第４号様式（第１４条） 

 

   年   月   日 

（宛先）八千代市事業管理者 

 

                   住  所                 

 

申 請 者  名  称                 

 

                    氏  名               印 

 

水 道 施 設 寄 附 採 納 願 い 書 

 

 八千代市上下水道局給水に関する協議書第   条   項（    年  月  日付） 

の規定により下記施設を八千代市上下水道局に寄附しますので受納願います。また，施設採納

後においてこれに関する利害について異議の申し立てをいたしません。 

 

記 

 

１．工事名称                                  

 

２．工事場所                                  

 

３．採納物件                                  

  管種・口径及び布設延長                           

                                        

                                        

                                        

 

 仕切弁 

φ５０㎜   基     φ７５㎜   基    φ１００㎜   基 

φ１５０㎜   基    φ２００㎜   基    φ２５０㎜   基 

 

消火栓 

地下式単口消火栓  φ   ㎜    基 

地下式双口消火栓  φ   ㎜    基 

 

  排泥装置 

   φ２５㎜    箇所    φ３０㎜    箇所 

   φ５０㎜    箇所    φ７５㎜    箇所 

 

  空気弁     急排式空気弁     基 
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